
議案議第３号

鹿児島県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定の件

鹿児島県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和３年３月提出

鹿児島県議会議会運営委員長 藤﨑 剛



鹿児島県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

鹿児島県政務活動費の交付に関する条例（平成13年鹿児島県条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。

別記様式中「印」を削る。

附 則

この条例は，令和３年４月１日から施行する。

（提案理由）

押印の見直しに伴い，所要の改正をしようとするものである。


